






別表第１（第４条関係）

上　　水　　用

算出方法

×
1

2

　給水費のうち旅費の決算額による年間一人当たり平均額にメーター
修理等に係る事務の従事職員数を乗じた額、取替費、委託料（メー
ター取替業務委託に要した額に限る。）、修繕費（メーター修理に要
した額に限る。）及び材料費（メーター修理に要した額に限る。）の
決算額並びにメーターの取替業務及びメーターの修理業務に要した額

　総係費の物件費（財務課、サービス推進課、営業課及び各サービス
センターのものに限る。）決算額に、業務費の物件費決算額を物件費
の総決算額（貸倒引当金繰入額及び貸倒損失を除く。）から受水費、
受託給水工事費及びその他受託工事費の物件費を除いた額で除した率
を乗じた額

　メーター並びに徴収事務等に係る車両、リース資産及びソフトウェ
アの減価償却費及び固定資産除却費の決算額

　業務費のうち給料、手当、法定福利費及び賞与引当金繰入額の決算
額に営業課及び各サービスセンターの間接的に徴収事務等に従事する
職員数を業務費決算人員数で除した率を乗じた額並びに総係費のうち
給料、手当、その他手当、法定福利費、厚生福利費及び賞与引当金繰
入額の決算額に徴収事務等の従事職員数を総職員数で除した率を乗じ
た額

左記の額

×
下水道使用料年間調定件数

水道料金年間調定件数

　ただし、下水道使用料の徴収事務等の
みに要した額については全額下水道事業
会計の負担とする。

減価償却費及び固定資産除却費

人件費

物件費

間接的経費

摘要

　業務費のうち給料、手当、法定福利費、厚生福利費及び賞与引当金
繰入額の決算額による年間一人当たり平均額に徴収事務等の従事職員
数を乗じた額及び報酬の決算額のうち徴収事務等に従事する者を対象
に執行された額

　業務費の決算額（そのうち旅費は決算額による年間一人当たり平均
額に徴収事務等の従事職員数を乗じた額）

　給水費のうち給料、手当、法定福利費、厚生福利費及び賞与引当金
繰入額の決算額による年間一人当たり平均額にメーター修理等に係る
事務の従事職員数を乗じた額

人件費

経費項目

下水道使
用料の徴
収に係る
経費

メーター
関係費

直接的経費

物件費

人件費

物件費



別表第２（第４条関係）

工　　水　　用

　総係費の物件費決算額（直接的経費は除く。）に、給水費のうち備
消耗品費及び総係費の物件費決算額（直接的経費に限る。）を物件費
の総決算額から受水費及び受託工事費の物件費を除いた額で除した率
を乗じた額

減価償却費及び固定資産除却費

人件費

物件費

間接的経費

　水量メーター等、リース資産及びソフトウェアの減価償却費及び固
定資産除却費の決算額

　総係費のうち給料、手当、その他手当、法定福利費、厚生福利費及
び賞与引当金繰入額の決算額（直接的経費は除く。）に、使用水量決
定事務の従事職員数を総職員数で除した率を乗じた額

人件費

経費項目

使用水量
決定事務
従事職員
に係る経
費

水量メー
ター等の
維持管理
等に係る
経費

直接的経費

物件費

人件費

物件費

摘要

　総係費のうち給料、手当、その他手当、法定福利費、厚生福利費及
び賞与引当金繰入額の決算額による年間一人当たり平均額に使用水量
決定事務の従事職員数を乗じた額

算出方法

×
1

2

左記の額

×
水量メーター等設置数

下水道使用料算定に係る
水量メーター等設置数

　総係費の決算額（そのうち旅費は決算額による年間一人当たり平均
額に使用水量決定事務の従事職員数を乗じた額とし、その他は直接的
に使用水量決定事務に要した額に限る。）

　給水費のうち給料、手当、法定福利費、厚生福利費及び賞与引当金
繰入額の決算額による年間一人当たり平均額に水量メーター等の維持
管理等に係る事務の従事職員数を乗じた額

　給水費のうち旅費の決算額による年間一人当たり平均額に水量メー
ター等の維持管理等に係る事務の従事職員数を乗じた額、備消耗品
費、委託料（水量メーター等及び工業用水道使用水量決定システムの
保守点検に要した額に限る。）、修繕費（水量メーター等の修理に要
した額に限る。）及び材料費（水量メーター等の修理に要した額に限
る。）並びに資産減耗費のうち固定資産撤去費（水量メーター等に要
した額に限る。）並びに固定資産購入費（水量メーター等を除く。）
の決算額


